資料４
次期区基本計画の策定に向けた方針（各区共通）

１　基本的な考え方
　➢　京都市基本構想のもと，これまでの市民参加の推進や区政改革の取組を踏まえ，区民と行政との協働による取組の一層の充実を図るため，計画の策定段階からの区民参加の充実を図り，区の将来の姿や目指すべき方向性を住民と行政が共有するための中長期のビジョン（指針）として策定する。

　➢　このため，各区における区民との議論を最大限に尊重する観点から，策定スケジュール，計画の内容などの各区共通ルールは必要最小限とする。

２　位置付け
　　現行計画から継承する。

　（１）市基本構想との関係　　　市基本構想の区別計画

　（２）次期市基本計画との関係　同列・相互補完

　　　※　「同列」とは，両計画とも市基本構想の実現を目指すことをいう。「相互補完」とは，各区の独自性，地域の視点などから各区の将来の姿などを示す各区基本計画における議論も踏まえ，市基本計画が全市的な未来像や総合的な政策体系などを示すことをいう。 

３　計画期間
　　平成２３年度から１０年間（次期市基本計画と同様）

　　※　平成２３年１月～３月の間は，現行各区基本計画の趣旨を踏まえ，京都未来まちづくりプラン（政策推進プラン）に基づき，各種の事業を実施（平成２２年度予算による事業実施）
４　計画の掲載内容
　（１）区の将来や目指すべき方向性

　（２）具体的な取組内容

　（３）住民に分かりやすく，共感が得られるような標語（努力目標）

　　※　掲載内容に関する制約・ルールは設けない（ソフト事業，ハード事業とも掲載可能）。
　　※　実施計画は策定しない。
５　「具体的な取組内容」の進ちょく管理の方法
　（１）区民が主体となる取組

　　　　策定委員会で合意された「目標とする実施時期」などにより進ちょく管理

　（２）行政の取組（各局又は区の所管事業）及び行政と区民との協働の取組

　　　　「目標とする実施時期」と「客観性を有する指標や数値目標」（努力目標）により進ちょく管理

　　※　市民との協働で構成する基本計画推進組織により進ちょく管理を実施
６　策定方法

　（１）現行各区基本計画の総括

　　　　現行計画の達成状況の点検や課題の分析等を実施（成果は策定委員会へ）

　（２）住民円卓会議の開催

　　　　一定規模以上の地域ごとに自治会組織や各種団体の代表等で構成する住民円卓会議を設置して，将来の姿を共有し，課題を抽出するとともに，課題解決に向けた自主的な取組について住民意向を把握（成果は策定委員会へ）

　（３）次期各区基本計画策定委員会

　　　　住民円卓会議で議論された内容などを踏まえ，区民意見の反映された次期各区基本計画の策定を目指す。

　　　※　策定委員会は，市民参加推進条例などに基づくことが原則

　　　※　区基本計画では，市計画に先行し，２０年度から住民円卓会議で課題抽出等を行い，策定委員会も順次設置中（各区の状況は，別紙参照）
７　策定スケジュール（標準）
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第２次案作成
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※　上記の策定スケジュールを標準として各区で進行管理（文化市民局で取りまとめ）
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自主的取組の具体的実施方法等検討
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課題解決に向けた自主的取組検討








